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「年金生活者支援給付金 支給金額（改定）通知書」及び 

「年金生活者支援給付金 振込通知書」に関するＱ＆Ａ 

問１ 「年金生活者支援給付金 支給金額（改定）通知書」はどのような通知書なの

か。 

（答） 

○年金生活者支援給付金は、物価の変動に応じて支給金額を改定する仕組みとなってい

ますが、この改定が 6月支払分から行われることから、毎年 6月の支払にあわせて「支

給金額（改定）通知書」をお客様に送付しています。

○支給金額に変更がなかった方については、昨年度と同じ支給金額を記載した通知書を

お送りしています。

○支援給付金の支払方法が口座振込の方には、支援給付金振込通知書と一体となった統

合通知書を、郵便局窓口受取の方には支援給付金支給金額（改定）通知書のみを送付

いたします。

※支給金額が 0円の方にも支給金額（改定）通知書を送付しています。

問２ 支援給付金支給金額（改定）通知書に記載された金額は、どのように計算されて

いるのか。 

（答） 

○令和 2年の物価変動率（ 0.0％ ）により、給付基準額は据え置きとなっていますの

で、令和 2年度基準額（ 5,030円 ）から変更ありません。

なお、老齢年金生活者支援給付金の支給金額については、老齢基礎年金額の引き下げ

に伴い、国民年金保険料免除期間を有する場合は、令和 3年 4月分から改定（引き下

げ）されます。

【給付額】 

①保険料納付済期間に基づく額（月額）

＝5,030 円 × 保険料納付済期間 ／ 480 月

②保険料免除期間に基づく額（月額）

＝10,845 円※ × 保険料免除期間 ／ 480 月

※ 保険料全額免除、3/4 免除、1/2 免除期間は老齢基礎年金満額（月額）の 1/6

の金額（10,845 円）、保険料 1/4 免除期間は老齢基礎年金満額（月額）の 

1/12の金額（5,422 円）となります。 

※ 令和 3年度の老齢基礎年金は昨年度の額に対して 0.1％引き下げとなっている

ため、老齢基礎年金満額をもとに算出する保険料免除期間に基づく給付額は

0.1％の減額となります。
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《保険料全額免除、3/4 免除、1/2 免除期間（老齢基礎年金満額（月額）の 1/6

の額）の場合》 

［昨年度］781,700 円 ÷ 12 月 × 1/6 ≒ 10,856 円 

［令和 3年度］780,900 円 ÷ 12 月 × 1/6 ≒ 10,845 円（前年比－0.1％） 

 

保険料納付済 

期間等 

令和 2年度 

給付金額 

令和 3年度 

給付金額 

増減額 

納付済期間 

480月 
5,030円 

5,030 円 

【計算式】 

① 5,030 円 × 480/480 月 ＝ 5,030 円 

＋ 0円 

（0.0％） 

全額免除期間 

360月 
8,143円 

8,134 円 

【計算式】 

 ②10,845 円 × 360/480 月 ＝ 8,134 円  

△ 9 円 

（0.1％） 

納付済期間

60 月 

全額免除期間 

240 月 

6,057円 

6,052 円 

【計算式】 

① 5,030 円 × 60/480 月 ＝ 629 円 

②10,845 円 × 240/480 月 ＝ 5,423 円 

〈合計〉①629円 ＋ ②5,423円 ＝ 6,052円 

△ 5 円 

（0.08％） 

※①及び②の計算結果に 1円未満の端数が生じた場合、50 銭以上は切り上げて計算しま

す。 

 

問３ 支援給付金振込通知書に記載された金額は、いつの支払分になるのか。 

（答） 

○当年 6月から翌年 4月までにお支払いする支援給付金の振込額や振込先等をお知らせ

するために、毎年 6月上旬に支援給付金振込通知書を送付いたします。 

ただし、振込額が今年度中に変わることが確定している方については、その月までの

振込額と期間を記載しています。 

○なお、今回お知らせした支払金額や振込先に変更等が生じた場合は、あらためて支援

給付金振込通知書を送付いたします。 

 


